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中央卸売市場移転予定地における土壌汚染 

対策等に関する専門家会議開催要領 
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、本市の姫路市中央卸売市場が移転再整備するにあたり、移転予定地の

土壌汚染等に対する安全性を確保するため、本市が専門的に検討し必要な意見・評価・助

言を求めるための中央卸売市場移転予定地の土壌汚染対策等に関する専門家会議（以下

「専門家会議」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（意見等を聴取する事項） 

第２条 市長は、専門家会議において、次に掲げる事項について意見等を求める。 

(1) 移転予定地の土壌・地下水汚染の調査の実施並びに調査の結果に対する評価及び対策

に関すること。 

(2) その他土壌・地下水の安全性の確保に必要な事項に関すること。 

（構成） 

第３条 専門家会議は、委員４人をもって構成する。 

２ 委員は、前条に掲げる事項を検討するにあたって必要な専門的知識を有する学識経験者

から市長が選任する。 

３ 専門家会議に、座長を置くものとし、座長は、会議の進行を行う。 

４ 座長は、委員の互選により選任する。 

（会議） 

第４条 専門家会議は、座長の意見を踏まえ、市長が委員を招集し、開催する。 

２ 市長は、座長の意見を踏まえ、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求めて、そ

の意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

３ 専門家会議は、原則として公開で行うものとする。 

４ 専門家会議の会議録は、原則として公開するものとする。 

（庶務） 

第５条 専門家会議の庶務は、産業局中央卸売市場において処理する。 

（委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか、専門家会議の構成及び運営に関し必要な事項は、専

門家会議の意見を踏まえ、市長が定める。 

附 則 

この要領は、平成２８年 １月 ８日から施行する。 
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中央卸売市場移転予定地における土壌汚染 

対策等に関する専門家会議 出席者名簿 
 

（委員） 

氏  名 所    属 専門分野 

平 田
ひ ら た

 健 正
たてまさ

 
放送大学和歌山学習センター所長 環境水理学 

中 島
なかしま

  誠
まこと

 
国際航業株式会社 フェロー 

土壌地下水 

汚染調査・対策 

保 高
やすたか

 徹 生
て つ お

 

国立研究開発法人産業技術総合研究所 

地圏資源環境研究部門 主任研究員 

リスク評価・ 

試験法 

藤 森
ふじもり

 一 男
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 兵庫県環境研究センター 科長 環境化学 

 

（姫路市） 
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髙 馬
こ う ま

 豊 勝
とよかつ

 姫路市産業局 局長 

深 川
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 泰 明
やすあき

 姫路市産業局 中央卸売市場 場長 

小 谷
こ た に

 祐 介
ゆうすけ

 姫路市産業局 中央卸売市場 副場長 

友 定
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 章 人
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 姫路市産業局 中央卸売市場 管理担当 係長 

西 脇
にしわき

 唯 夫
た だ お

 
姫路市産業局 中央卸売市場 技術主任 

覚
かく

 野
の

  宏
ひろし

 姫路市環境局 環境政策室 課長補佐 

網
あ
 干
ぼし

 敦
あつ

 子
こ
 姫路市環境局 環境政策室 技術主任 
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姫路市中央卸売市場の施設整備方針について

姫路市中央卸売市場は、本市をはじめ播磨地域の食を支える流通拠点として、地域住民に安全・
安心な生鮮食料品等を供給する役割を果たすとともに、一定規模を持つ産業基盤としての役割など
も担っており、市場機能は本市にとって必要不可欠な都市機能であるが、開設後60年近くが経過し
老朽化等多くの問題点を抱えている。

姫路市中央卸売市場の抱える主な問題点

① 生鮮食料品の流通形態の変化、市場施設の老朽化、市場内物流の非効率化等による市場取扱数
量の減少

② 食の安全安心確保、衛生管理のための品質管理機能が不十分

③ 場内事業者の自主的な経営改善、市場関係者の一体的な経営の取組みが不十分

④ 時代の要請に対応した加工施設や食文化の発信機能が不十分 など

● 場内事業者の検討

平成24年度から検討を重ね、取扱数量目標
達成のための取組み、白浜地区（出光跡地）
への移転などを取りまとめた提言書を場内事
業者の代表が平成26年６月、市に提出し、ま
た、本年８月には、提言内容等を履行する旨
の意思表明を市に対して行った。

● 姫路市の検討

平成24年度より、市場のあり方についての
調査、施設再整備の検討。
平成26年度より、場内事業者の提言書を踏

まえ、開設運営協議会での審議、パブリック
・コメントを経て「姫路市中央卸売市場経営
戦略」、「姫路市中央卸売市場整備基本計画
」を策定。

○ 外部の有識者で構成される市場開設運営協議会では、白浜地区（出光跡地）への移転再整備の
方向で意見が取りまとめられている。

○ 白浜地区（出光跡地）は妻鹿漁港に隣接、近隣には坊勢とれとれ市場等の販売所や食品の加工
場や配送センター等が立地しており、食品関連施設との連携が見込める。

○ 平成29年度に実施設計完了するためには、迅速な用地確保、移転先周辺地域のアクセス道路整
備、移転先周辺住民の理解、都市計画決定（市場、道路等）が必要。

○ 市場の一般開放や各種のイベントに加え、場内事業者が検討している市民や観光客を対象とし
た「にぎわい施設（場外市場）」が併設されれば、更に付加価値が高まり、市民等に親しまれ
る「食の拠点」として、地域の活性化につながる。

対応策の検討

青果部の地方化により、施設整備費が国の交付金対象となるためには、
平成29年度の事業着手（実施設計完了）が必要

⇒ 「市場再整備方針」の早急な決定が必要（平成２７年秋）

方針決定

□姫路市中央卸売市場の再整備方針

白浜地区（出光跡地）への移転

今後の取組と課題

①周辺道路対策と地元理解

②場内事業者の経営改善・取組

③都市計画決定

0

●方針決定の観点

平成28年度 新市場の基本設計及び都市計画決定手続等
平成29年度 新市場の実施設計
平成30～32年度 新市場の建設工事
平成33年度 新市場の開場

●施設整備スケジュール（予定）
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新市場建設 施設レイアウト（案） （平成 28年 2月 4日現在） 

出典：「姫路市中央卸売市場整備基本計画」、平成 27年７月 
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対象地及び周辺地における土地利用履歴 

 

1．対象地及び周辺地の土地利用現況 

対象地は、出光興産（株）の所有地である。2008（平成 20）年に油浄化土壌が持ち込ま

れ、その後敷均しが行われて以降、現在は遊休地となっている。 

周辺地（対象地の西方及び南西方部分）については、2004（平成 16）年 3月の閉鎖に至

るまで兵庫製油所として利用されていた。現在は、対象地の西側隣接地がメガソーラー姫

路発電所として、南西方部分がパナソニック事業用地として利用されている。その他の部

分は、未利用地となっている。 

土地利用現況図を資料-4関連 別紙 4-1 に示す。対象地及び周辺地の護岸構造図を資料-4 

別紙 4-5に示す。 

 

2．対象地及び周辺地の造成履歴 

 対象地（白浜地区のうち「卸売中央市場移転予定地」部分）及び周辺地（ただし対象地

西方地域を除く）は、元々海域であった。 

対象地は、1981（昭和 56）年頃まで海域であったが、1982（昭和 57）年から 1984（昭

和 59）年頃にかけて姫路市が公有水面である海域を浚渫土、山土、残土等の埋立て材料に

より埋立て・造成し、1987（昭和 62）年に出光興産に売却された。 

対象地の西方に位置する旧オンサイト地区（旧装置地区）全域、旧オフサイト地区（旧

業務地区）内北側部分はいずれも水田であった。 

対象地の南西方に位置するタンクヤード地区（旧オフサイト地区のうち南側は昭和 38年

頃まで海域であったが、1964（昭和 39）年に関西電力により造成された。 

 対象地付近の年代別の航空写真、地形図、住宅地図を資料-4関連 別紙 4-10-1～4-10-31、

対象地及び周辺地における年代別の航空写真を資料-4関連 別紙 4-11-1～4-11-4に示す（※

ただし、住宅地図は、著作権の関係により委員限りとする）。 

 

3．対象地及び周辺地の土地利用履歴 

1）対象地及び周辺地全体 

対象地と周辺地との位置関係を図 4.1ならびに資料-4関連 別紙 4-2に、対象地及び周辺

地の土地利用履歴を地区別に一覧表に整理したものを表 4.1 ならびに資料-4 関連 別紙 4-7

に示す。 

さらに土壌の移動（仮置きを含む）等を考慮した年代別の土地利用履歴変遷の平面図を

資料 4関連 別紙 4-3-1～4-3-9に、これらの埋立て・土壌の移動履歴と土壌調査等の既往歴

を総括した土地利用履歴断面図（概念図）を資料-4関連 別紙4-4-1～4-4-3にそれぞれ示す。 
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表 4.1 地区別土地利用履歴一覧表 

図 4.1 対象地と周辺地の位置関係 

「土壌移動フロー図の時系列詳細」出光興産（株） 提供資料 

旧原油＆ 

旧倉庫地区 

(3万m3) 

（平成20年） 

（平成21年） 

（平成22年） 

（平成24年） 

 
白浜用地 旧兵庫製油所用地 

海 

旧オフサイト 
（旧業務地区） 旧オンサイト 

（旧装置地区） 

対象地 

タンクヤード地区 

関西電力 

姫路第二発電所 

1 号倉庫・2 号倉庫 

（旧業務地区①） 

①+② 
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2）対象地 

対象地は、対象地外（旧オンサイト地区、旧オフサイト地区）から搬出された土壌等の

仮置き及び搬出、対象地外（旧オンサイト地区）において処理された油浄化土の搬入及び

敷均しの履歴がある。対象地の土壌移動履歴を表 4.1ならびに資料-4関連 別紙 4-7に、土

壌移動フロー図を資料-4関連 別紙 4-8に、対象地における油浄化土搬入または敷均し範囲

図を資料-4関連 別紙 4-9に示す。 

また、白浜地区内で実施された地質ボーリング調査における柱状図を資料-4 関連 別紙

4-6 に示す。これらの柱状図によれば、No.1 に相当する対象地外北方（北側敷地境界から

北方へ約 100m）での盛土の厚さは 1.8m、No.2に相当する対象地南側部分での盛土の厚さ

は 3.6m、とされており、盛土の土質はいずれも砂礫主体である。 
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4．旧兵庫製油所における施設配置 

旧兵庫製油所施設配置図（油類取扱履歴図）を資料 4関連 別紙 4-12に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2 旧兵庫製油所施設配置図（油類取扱履歴図） 

「出光興産株式会社 兵庫製油所全体配置図」出光興産（株） 提供資料 
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出光興産（株）が実施した対象地における土壌汚染状況調査 

（2015（平成 27）年 10 月報告） 

 

1．概要 

 対象地（白浜地区のうち「卸売中央市場移転予定地部分」）では、出光興産株式会社が土

壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査（法定調査）と同等の調査方法を用い、自主調査

の位置づけにより、概況調査（表層調査、土壌ガス調査）、詳細調査（ボーリングによる深

度別土壌を対象とした溶出量、含有量調査）を実施している。 

 

2．表層調査 

（1）土壌ガス調査内容 

 調査は、下記の通り実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            図 5.1 土壌汚染のおそれの区分（ベンゼン） 

 

「白浜用地土壌汚染調査最終報告」（2015（平成 27）年 10月）に一部加筆 
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            図 5.2 土壌ガス調査地点位置図（ベンゼン） 

 

出典：「白浜用地土壌汚染調査最終報告」、2015（平成 27）年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            図 5.3 土壌ガス調査結果図（30m格子調査；ベンゼン） 

 

出典：「白浜用地土壌汚染調査最終報告」、2015（平成 27）年 10月 
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            図 5.4 土壌ガス調査結果図（10m格子絞込み調査；ベンゼン） 

 

出典：「白浜用地土壌汚染調査最終報告」、2015（平成 27）年 10月 
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（2）土壌調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            図 5.5 土壌汚染のおそれの区分（砒素、鉛） 

 

「白浜用地土壌汚染調査最終報告」（2015（平成 27）年 10月）に一部加筆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            図 5.6 表層土壌調査地点位置図（砒素、鉛） 

 

出典：「白浜用地土壌汚染調査最終報告」、2015（平成 27）年 10月 
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            図 5.7 表層土壌調査結果図（30m格子調査；砒素、鉛） 

 

出典：「白浜用地土壌汚染調査最終報告」、2015（平成 27）年 10月 

 

表 5.1 表層土壌調査結果表（30m格子調査；砒素、鉛） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「白浜用地土壌汚染調査最終報告」、2015（平成 27）年 10月 

 

 

  
表層調査において土壌溶出量基準超過が確認された砒素について、詳細調査（深度別土壌調

査）は実施されていない。 
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2．詳細調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 5.8 ボーリング調査結果図（ガス濃度高まり地点；ベンゼン） 

 

出典：「白浜用地土壌汚染調査最終報告」、2015（平成 27）年 10月 

 

表 5.2 深度別土壌分析結果表（ガス濃度高まり地点；ベンゼン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「白浜用地土壌汚染調査最終報告」、2015（平成 27）年 10月 
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図 5.9 ボーリング柱状図（代表地点；J9-1地点、L11-5地点） 

 

出典：「白浜用地土壌汚染調査最終報告」、2015（平成 27）年 10月 
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図 5.10 ボーリング調査結果図（ガス濃度高まり地点以外；ベンゼン） 

 

出典：「白浜用地土壌汚染調査最終報告」、2015（平成 27）年 10月 

 

表 5.3 深度別土壌分析結果表（ガス濃度高まり地点以外；ベンゼン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「白浜用地土壌汚染調査最終報告」、2015（平成 27）年 10月 

 

【詳細調査結果】 

 深度別土壌におけるベンゼンの溶出量が土壌溶出量基準を超過した計 7 地点いずれも、

深度 3～4m 付近の埋土部分が土壌溶出量基準を超過した。また計 7 地点のうち、3 地点

（F11-5、J7-6、J7-5）は深度 0.5mないしは 1mで土壌溶出量基準を超過した。 


